
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  施業実施協定の変更の認可 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 森林法 

第１０条の１１の５ 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

（施業実施協定の変更） 

第十条の十一の五 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び

特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとす

る場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受

けなければならない。 

２ 前二条の規定は、前項の認可について準用する。 

 

（施業実施協定の認可） 

第十条の十一の四 市町村の長は、第十条の十一第一項又は第二項の認可の申請

が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければなら

ない。 

一 申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。 

二 施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。 

三 施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるも

のであること。 

２ 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に

備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨

を当該森林の区域内に明示しなければならない。 

審 査 基 準 

設定年月日 
令和６年２月５日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

□ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（                  ） 

■ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第１号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
年  月  日 

標 準 処 理 期 間

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  環境経済部 農政課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 


